
令和６年８月５日   

 

地方創生特別委員会 

 

市民部 市民協働・地域政策課 中山間地域振興担当  

 

第３次浜松市中山間地域振興計画骨子案について（報告） 

 

１ 趣旨 

中山間地域が抱える課題に向き合い、地域の魅力や資源を最大限に活用しながら、持続可能な地 

域づくりを進めるため、個人、各種団体、企業、行政等が中山間地域の将来像を共有するとともに、 

将来像を実現するための指針と具体的な事業を示すために策定する、第３次中山間地域振興計画の 

骨子案について報告するもの。 

 

２ 計画期間 

   ５年間 (2025(R7)年度～2029(R11)年度) 

 

３ 対象地域 

   天竜区の全域、浜名区引佐町北部(旧鎮玉村・旧伊平村) 

 

４ 骨子案 (※別添資料１のとおり) 

・基本理念 

・目標   (２本) 

・重点方針 (３本) 

・主要施策 (19本) 

 

５ これまでの取組 

①集落座談会の開催 

  ・全22回開催、314人が参加 

②アンケート調査の実施 

  ・中山間地域にお住まいの方を対象…630人の方に送付し365人から回答 

  ・都市部にお住まいの方を対象…200人の方に送付し100人から回答 

③区協議会等への報告 

・集落座談会及びアンケート調査結果を区協議会、地域分科会、自治会等に報告するとともに

意見交換を実施し、地方創生特別委員会(6/11)へ報告 

④中山間地域振興アドバイザーの設置 

  ・中山間地域が有する様々な課題への対応策や、地域振興に資する施策について指導・助言等

をいただくもの 

・5/1付で、総務省 地域力創造アドバイザー 平木省氏を委嘱 

⑤中山間地域振興に係る庁内体制の構築 

・中山間地域が抱える課題や情報の共有を図り、部局の枠組みを超えた連携を推進するため、

市の部長級職員による中山間地域振興本部、課長級職員による中山間地域振興ワーキング

グループを設置 

⑥地域活動団体等との意見交換 

・ＮＰＯ法人、各種団体、高校生、大学生との意見交換を実施 
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６ 今後のスケジュール 

月 内容 

８月～９月 【報告】骨子案 

8/5  地方創生特別委員会 

 

【報告】計画案 

8/7  第4回西地域分科会 

8/22 第5回浜北地域分科会 

 8/23 第5回東地域分科会 

 8/28 第5回中地域分科会 

8/28 第5回北地域分科会 

 8/29 第5回天竜区協議会 

 8/30 第5回南地域分科会 

 

9/2  地方創生特別委員会 

 

10月～12月 【報告】パブリック・コメント実施 

10下旬～11月上旬  地方創生特別委員会(今後日程調整予定) 

 

11/21 第8回浜北地域分科会 

11/22 第8回南地域分科会 

11/26 第8回東地域分科会 

11/27 第8回中地域分科会 

11/27 第8回北地域分科会 

11/28 第8回天竜区協議会 

12/4  第8回西地域分科会 

 ※パブリック・コメント実施期間(11/15～12/16予定) 

 

２月 【報告】パブリック・コメント結果 

2月上旬～中旬  地方創生特別委員会(今後日程調整予定) 

 

３月 計画決定・公表 

 

 

◆ 資料 ◆ 

資料１ 中山間地域振興計画(新旧比較) 
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中山間地域振興計画 （新旧比較）

基本理念 自然との調和、豊かな暮らし、あふれる魅力
〜浜松の中山間地域から新たな息吹〜

「まち」が元気でいつまでも安
全・安心に暮らせる中山間地
域

１

重点方針重点方針 主要施策主要施策

(1)中山間地域の市民が、地域に対する「愛着」や「誇り」を持
ち、笑顔で幸せを実感して生活できる、持続可能な地域社
会の構築を目指します。

(2)みんなが「中山間地域は魅力的・大切な地域（浜松の
宝）である。」と思える地域を目指します。

目標

第３次中山間地域振興計画（案）
【計画期間】2025(令和７)年度〜2029(令和11)年度

（５年間）

「ひと」のつながりを大切にし、と
もに支える中山間地域

２

１ ③地域コミュニティ機能の維持・活性化
２ ④移住・定住の促進
３ ⑤遊休財産の活用
４ ⑫歴史的・文化的資産を活用した地域づくり
５ ⑭地域の交通手段の確保
６ ⑮社会基盤格差の是正
７ ⑯生活用水の安定的な確保
８ ⑰保健、医療、福祉の確保
９ ⑲防災対策の強化

10 ②中山間地域交流プロモーション
11 ⑬地域資源を強みにした誘客の促進
12 ①関係人口・交流人口の創出
13 ★子育てができる環境づくり

14 ⑥農産物の特産品化、６次産業化の推進
15 ⑦儲かる林業への進化
16 ⑧働く場・新事業の創出
17 ⑨有害鳥獣対策の強化
18 ⑩地産地消、地産外商の推進
19 ⑪⑱小売・サービス業の振興

地域の資源や特性を活かした
「しごと」を創出し維持する中
山間地域

３

(注)
・主要施策の表記のうち丸囲みの数字は第2次計
画の主要施策番号
・★は新規事項
・下線は第２次計画からの変更箇所

基本理念 ひとつの浜松で築く中山間地域の未来

人の流れをつくる
〜市民同士の交流から生ま
れる地域づくりを推進します〜

１

重点方針重点方針 主要施策主要施策

(1)中山間地域の市民が、ふるさとに愛着と誇りを持ち、
今後もいきいきと活躍していくことができる地域を目指
します。

(2)すべての市民が「中山間地域は浜松の宝である。」と思う
魅力的な地域を目指します。

目標

第２次中山間地域振興計画
【計画期間】2015(平成27)年度〜2024(令和６)年度

（10年間）

地域を元気にする
〜持続可能な地域運営の仕
組みをつくります〜

２

産業の力で地域を潤す
〜地域資源の活用により産業
を活性化します〜

３

地域をプロモーションする
〜地域の魅力を生かして賑わ
いを再生します〜

４

暮らしを守る
〜暮らし続けられる生活環境
を確保します〜

５

③小規模、高齢化集落の維持
④移住・定住の促進
⑤遊休施設の活用

①市内間交流の促進
②中山間地域交流プロモーション

⑥農産物の特産品化、６次産業化の推進
⑦林業の再生
⑧コミュニティビジネスの創出
⑨有害鳥獣対策の強化
⑩地産地消の推進
⑪中核商店街の活性化

⑫歴史的・文化的資産を活用した地域づくり
⑬地域資源を強みにした誘客の促進

⑭地域の交通手段の確保
⑮社会基盤格差の是正
⑯飲料水の安定的な供給
⑰保健、医療、福祉の確保
⑱日常の消費生活の確保
⑲防災対策の強化

【計画の対象区域】
〇天竜区の全域
〇浜名区引佐町北部
（旧鎮玉村、旧伊平村
地域）

３次計画案では新たに
・２次計画の振り返りを行い、計画に示していく。
・総合指標と目標値を設定していく。
・主要施策と施策事業を紐付けし、進捗管理をしていく。
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資料１


